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日中も含めた不要不急の日中も含めた不要不急の
外出自粛にご協力ください外出自粛にご協力ください

緊急事態宣言解除後の緊急事態宣言解除後の
感染の再拡大防止のために感染の再拡大防止のために

向日市民の皆さまへ

この臨時号の内容は、令和3年3月2日現在の情報で作成しています。この臨時号の内容は、令和3年3月2日現在の情報で作成しています。
最新情報は市ホームページをご確認ください。最新情報は市ホームページをご確認ください。
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令和3年3月1日の緊急事態宣言解除に伴い、
市民の皆さまに緊急メッセージを送りまし
た。動画配信もあわせてご覧ください（手話
通訳付き）。

一人一人ができる基本的な感染防止対策

このたび、京都府に発出されていた新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が、３月１日から解除さ

れました。

本市における感染者数は、再度の緊急事態宣言が発出された１月１３日時点では、直近1週間で２２人でしたが、

２月２８日時点では、直近1週間で1人となり、大きく減少いたしております。

これは、市民の皆さまの外出自粛や事業者の皆さまの営業時間の短縮などのご協力、また、医療従事者をはじめ、

さまざまな立場で社会基盤を支えていただいている皆さまのご尽力の結果であり、改めて深く感謝申し上げます。

これからの季節は、気候が温暖になり人の移動も活発になりますとともに、卒業式や入学式など人生において

節目となる、とても大切な機会が訪れます。

しかし、新型コロナウイルスの変異株による感染も拡大傾向であり、感染者が再び増加しないよう、油断すること

なく一人一人が気を引き締め、リバウンドを防ぐことが大切です。

本市におきましても、市民の皆さまにご利用いただく施設の開館時間などにつきましては、しっかりと対策を行

いながら、おおむね通常どおりとさせていただきますが、再拡大防止のために、さらなるご理解とご協力をよろしく

お願い申し上げます。

そして、４月から、６５歳以上の高齢者の皆さまへ新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が開始される予定

ですが、本市におきましてもしっかりと体制を整え、国や、京都府と連携を図りながら 安全かつ迅速に対応できる

よう準備を進めております。

市民の皆さまには繰り返しのお願いになりますが、「みんなのために　じぶんのために」一人一人が感染症対策

を取っていただきますようお願いいたします。

引き続き、向日市の感染防止対策の基本は、

む　むりせず体調管理
こ　こまめな手洗い、うがい、消毒
う　うつらない、うつさないマスクの着用
し　食事中の会話は控えて　　 　　　　
です。　どうか、よろしくお願いいたします。

向日市長

みんなのために

　じぶんのために

令和3年3月1日



新型コロナウイルスの３つの顔３つの顔を知ろう
～負のスパイラルを断ち切るために～
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一人一人がうつらない、うつさない行動を

①飛沫感染対策の徹底
会話の時は必ずマスクをしましょう。
②飲食機会における感染防止の徹底
外食時は、1人で食べる「個食」、黙って食べる「黙食」にご協力ください。
　宴会、家族以外のホームパーティーは控えてください。
③春からの新しい生活に向けて
　 年度末から暖かくなる春先のシーズンに向け、歓送迎会や花見の宴会などは自粛し、各種イベントなど
の屋外の活動も慎重に行動してください。

感染の多くは飛沫感染です感染の多くは飛沫感染です
ウイルスは主に鼻と口から入りますウイルスは主に鼻と口から入ります

日本赤十字社『新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう～負のスパイラルを断ち切るために～』から抜粋



施　設　名 利 用 時 間 お問い合わせ

向日市観光交流センター
まちてらすMUKO 午前9時30分～午後5時30分 企画広報課 874-1347

向日市女性活躍センター
あすもあ 午前9時～午後9時 広聴協働課 874-1409

各コミュニティセンター 午前9時～午後9時30分

物集女コミセン 921-1514
 寺戸コミセン   933-8410
 向日コミセン   932-1826
西向日コミセン 921-0066
鶏冠井コミセン 931-4102
上植野コミセン 922-3580

向日町会館 午前9時～午後9時 総務課 874-1483

向日市老人福祉センター
（桜の径・琴の橋）

午前9時～午後4時
一部利用制限

老人福祉センター桜の径 934-1515
老人福祉センター琴の橋 924-0800

保育所 通常どおり開所 子育て支援課 874-2659

向日市福祉会館 午前9時～午後9時30分 地域福祉課 874-2543

小学校・中学校 通常どおり開校 学校教育課 874-2998

学校等体育施設開放
（小学校・中学校） 通常どおり開放 公益財団法人向日市スポーツ文化協会

932-5011

学校等体育施設開放
（競輪場） 通常どおり開放 公益財団法人向日市スポーツ文化協会

932-5011

向日市民体育館 午前9時～午後9時 公益財団法人向日市スポーツ文化協会
932-5011

留守家庭児童会 通常どおり開会 生涯学習課 874-2987

図書館 午前10時～午後6時 図書館 931-1181

文化資料館 午前10時～午後6時 文化資料館 931-1182

天文館 午前9時30分～午後5時30分 天文館 935-3800

地区公民館 午前9時～午後9時30分

物集女公民館 921-0048
  寺戸公民館  933-0031
  森本公民館  931-1183
鶏冠井公民館 921-0063
上植野公民館 921-0012

ゆめパレアむこう
（向日市民温水プール
　　　向日市健康増進センター）

午前9時～午後9時45分 ゆめパレアむこう 934-7770

公共施設などの対応について
※すべての公共施設などが通常どおり開館しています。

令
和
3年（

2021年
）
3月
5日
発
行

広
報
む
こ
う
　
臨
時
号

編
集
・
発
行
／
向
日
市
役
所
　
ふ
る
さ
と
創
生
推
進
部
 企
画
広
報
課
 〒
617‐

8665 京
都
府
向
日
市
寺
戸
町
中
野
20

☎
075（

931）1111　
075（

922）6587　
HP
https://w

w
w
.city.m

uko.kyoto.jp/


